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（
財
政
金
融
委
員
会
）

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
〇
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
内
外
の
金
融
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
証
券
市
場
の
構
造
改
革
を
促
進
す
る
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
有
価
証

券
の
販
売
経
路
の
拡
充
・
多
様
化
に
資
す
る
証
券
仲
介
業
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
証
券
会
社
等
に
つ
い
て
そ
の
信
頼
性

の
向
上
の
観
点
か
ら
株
主
に
関
す
る
制
度
の
整
備
を
行
う
ほ
か
、
証
券
取
引
所
等
に
つ
い
て
国
際
競
争
力
の
強
化
と
取
引
の
流

動
性
の
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
持
株
会
社
制
度
及
び
外
国
の
取
引
参
加
者
が
国
内
に
支
店
を
設
け
る
こ
と
な
く
取
引
所
取
引
に

参
加
で
き
る
制
度
の
整
備
を
行
う
等
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
証
券
取
引
法
の
一
部
改
正

１

銀
行
等
の
金
融
機
関
以
外
の
者
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
、
証
券
仲
介
業
（
証
券
会
社
等
の
委
託
を
受
け

て
有
価
証
券
の
売
買
の
媒
介
等
を
行
う
業
務
）
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
証
券
仲
介
業
者
の
登
録
、
業
務
及
び
監

督
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

２

協
同
組
織
金
融
機
関
に
よ
る
有
価
証
券
の
売
買
等
に
係
る
書
面
取
次
ぎ
（
顧
客
の
書
面
に
よ
る
注
文
を
受
け
て
そ
の
計
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算
に
お
い
て
有
価
証
券
の
売
買
等
を
行
う
こ
と
）
を
解
禁
す
る
。

３

証
券
会
社
の
主
要
株
主
（
原
則
、
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
保
有
し
て
い
る
者
）
は
、
議
決
権
保
有
割

合
等
を
記
載
し
た
届
出
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
証
券
会
社
の

主
要
株
主
が
欠
格
事
由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
主
要
株
主
に
対
し
主
要
株
主
で
な
く
な
る
た
め
の
措

置
等
を
と
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

株
式
会
社
証
券
取
引
所
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
の
取
得
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
等
、

証
券
取
引
所
の
株
主
に
関
す
る
制
度
を
整
備
す
る
。

５

証
券
取
引
所
を
子
会
社
と
す
る
証
券
取
引
所
持
株
会
社
に
つ
い
て
、
そ
の
設
立
等
は
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
証
券
取
引
所
持
株
会
社
の
株
主
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
４
と
同
様
の
規
定
を
整
備
す
る
。

６

外
国
有
価
証
券
市
場
を
開
設
す
る
者
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
使
用
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
と

証
券
会
社
等
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
と
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
証
券
会
社
等
に
有
価
証
券
の
売
買
等
の
取

引
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
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外
国
証
券
業
者
（
外
国
証
券
会
社
を
除
く

）
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
取
引
所
取
引
（
国
内
の
取
引
所

。

有
価
証
券
市
場
に
お
け
る
有
価
証
券
の
売
買
等
）
を
業
と
し
て
営
む
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

投
資
信
託
委
託
業
者
の
主
要
株
主
に
つ
い
て
、
一
、
３
と
同
様
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
有
価
証
券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

認
可
投
資
顧
問
業
者
の
主
要
株
主
に
つ
い
て
、
一
、
３
と
同
様
の
規
定
を
整
備
す
る
。

２

資
産
管
理
及
び
運
用
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
提
供
を
可
能
と
す
る
た
め
、
認
可
投
資
顧
問
業
者
が
証
券
業
又
は
信
託
業
務

を
営
む
場
合
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
金
融
先
物
取
引
法
の
一
部
改
正

金
融
先
物
取
引
所
の
株
主
に
関
す
る
制
度
及
び
外
国
金
融
先
物
取
引
所
に
よ
る
国
内
へ
の
端
末
設
置
等
に
つ
い
て
、
証
券

取
引
法
に
お
け
る
規
定
と
同
様
の
規
定
を
整
備
す
る
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


